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工事監督支援業務共通仕様書【森林土木編】 

第１章 総則 

第１条 適用 

1 この共通仕様書は、徳島県農林水産部が発注する工事監督支援業務(以下「業務」という。)に適用す

る。 

2 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行 

を拘束するものとする。 

3 特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合は、受注者は監督員に確認して指示を受けな 

ければならない。 

第２条 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

1 「発注者」とは、知事又はその委任を受けた者をいう。 

2 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をい 

う。 

3 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、 承

諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第 9 条第 1 項に規定する者であり、総括監督員、主任監督

員及び現場監督員を総称していう。 

4 「検査員」とは、業務の完了の検査にあたって、契約書第 33 条第 2 項の規定に基づき検査を行う者

を 

いう。 

5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総括等を行う者で、契約書第 10 条第 1 項

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

6 「現場技術員」とは、受注者が業務を履行するために使用している者（管理技術者を除く。） をい

う。 

7 「管理技術者等」とは、管理技術者及び現場技術員を総称していう。 

8 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

9 「契約書」とは、土木建築工事設計業務等委託契約書をいう。 

10 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をい

う。 

11 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を

含む。）を総称していう。 

12 「共通仕様書」とは、業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 



13 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める

図書をいう。 

14 「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

15 「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明す 

るための書類をいう。 

16 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する

書面をいう。 

17 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び

図面の基になる計算書等をいう。 

18 「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について、書面をもって示し、実

施させることをいう。 

19 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって

行為、あるいは同意を求めることをいう。 

20 「通知」とは、発注者又は監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は監督員に対し、業務に

関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

21 「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせるこ

とをいう。 

22 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意

を求めることをいう。 

23 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員

が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

24 「質問」とは、発注者又は監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は監督員に対し、不明な 

点に関して書面をもって問うことをいう。 

25 「回答」とは、発注者又は監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は監督員に対し、質問に 

対して書面をもって答えることをいう。 

26 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議する

ことをいう。 

27 「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係る事項について、書面又はその他の資料を説明

し、差し出すことをいう。 

28 「書面」とは、紙及び電磁的記録に記録された事項を表示したものをいう。 

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な

書面と差し換えるものとする。 

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 



29 「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談により、業務の

方針を確認すること及び条件等の疑義を正すことをいう。 

第３条 一般的留意事項 

1 管理技術者は、第 12 条から第 23 条で示される業務の適正な履行を確保するため、現場技術員が行う

業務に係る次の諸事項が適切に行われるように現場技術員を指揮監督しなければならない。 

(1) 設計業務共通仕様書等の内容を十分に理解し、現場の状況について精通しておくこと。 

(2) 関係法令、別に定める「徳島県農林土木工事請負施行監督要網」等を十分理解し、厳正に実施す 

ること。 

(3) 工事受注者又は外部から通知若しくは報告を受けた場合は、速やかに監督員にその内容を正確に

伝えること。 

(4) 監督員との打合せや指示によって工事受注者又は外部への連絡、又は通知を行う場合は、その内

容を正確に伝えること。 

(5) 請負工事の契約書、設計図書及び徳島県農林土木工事共通仕様書等の内容を十分に理解し、現場

の状況について精通しておくこと。 

(6) 発注者から貸与を受けた図書及び物品等については、善良なる管理を行うこと。 

(7) 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。 

(8) 監督員の指示により、監督員が工事受注者から受理する図書、工事受注者に提示し若しくは指示

する図書の整理を適切に行うこと。 

2 管理技術者は、特記仕様書に定めるところにより監督員と打合せを行うものとし、その結果について

打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 

3 現場技術員は、管理技術者のもとに、第 11 条から第 22 条のうち、監督員から示された業務を適正に

遂行するものとし、自らの独断に基づき工事受注者等の業務遂行上の関係者に対する指示又は承諾を

行ってはならない（災害等緊急の場合を除く。） 

第４条 管理技術者、現場技術員 

1 受注者は、業務における管理技術者を定め、管理技術者通知書を契約締結後土曜日、日曜日、祝日

等を除き 10 日以内に監督員に提出しなければならない。また、管理技術者通知書の内容が変更とな

った場合は、変更日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に監督員に管理技術者変更通知書

を提出し、確認を受けなければならない。 

2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務に関する技術上の管理を行わなければならない。 

3 管理技術者及び現場技術員は特記仕様書に定める資格を有する者とする。 

4 受注者は、管理技術者の資格要件について、資格者証の写しを監督員に提出しなければならない。 

5 受注者は、管理技術者等と受注者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証等の

写し)を監督員に提示しなければならない。 



6 管理技術者に委任できる権限は、契約書第 10 条 2 項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理

技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は

受注者の一切の権限(契約書第 10 条 2 項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するも

のとされ、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 

7 管理技術者は、監督員が指示する関連がある業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力し、業

務を実施しなければならない。 

8 管理技術者は、屋外における業務に際しては、現場技術員に適宜、安全対策、環境対策、衛生管

理、受注者が行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂

行されるように、管理及び監督をしなければならない。 

9 受注者は、業務における現場技術員を定め、現場技術員通知書を契約締結後土曜日、日曜日、祝日

等を除き 10 日以内に監督員に提出しなければならない。また、現場技術員通知書の内容が変更とな

った場合は、変更日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に監督員に現場技術員変更通知書

を提出し、確認を受けなければならない。 

10 管理技術者等に対する措置請求は、契約書第 15 条によるものとする。 

第５条 業務計画書 

1 受注者は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提

出するものとする。 

2 業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。 

(1) 業務概要 

(2) 実施方針 

(3) 業務の範囲 

(4) 業務組織表及び連絡体制(緊急時含む) 

(5) 打合せ計画 

(6) その他 

3 受注者は、業務計画書の重要内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更

業務計画書を提出しなければならなぃ。 

4 受注者は、監督員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければな

らない。 

第６条 業務完了報告書の添付書類 

受注者は、契約書第 33 条の委託業務完了報告書には第 2 章に規定する整備書類を添付するものとする。 

第７条 関連法令及び条例の遵守 

受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 



第８条 守秘義務等 

受注者は、業務の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約書別記 1「個人情報取

扱特記事項」及び別記 2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

第９条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、委託料が 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づ

き、登録データベース上において、工事実績情報を仮登録したのち、監督員の確認を受けた上で、次の期限

までに登録機関に登録しなければならない。 

なお、受注者が公益法人の場合はこの限りでない。 

(1) 契約時は、業務契約後 10 日以内(土曜日、日曜日、祝祭日を除く) 

(2) 途中変更時は、契約変更後 10 日以内(土曜日、日曜日、祝祭日を除く) 

(3) 完了時は、業務完了後 10 日以内 

(4) 訂正時は、適宜とする。 

第１０条 身分証明書 

受注者は、業務を行う管理技術者等の身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、業務

の際、常に携帯しなければならない。なお、受注者は、業務完了時に身分証明書を発注者に返却しな けれ

ばならない。 

第２章 整備書類 

第１１条 業務実施報告書 

受注者は、発注者が指定した様式により、業務実施報告書等をとりまとめ、月毎に監督員に提出し、承諾

を得なければならない。 

第３章 設計に関する業務 

第１２条 設計及び工事の積算に関する資料等の作成 

1 受注者は、監督員との打合せや指示等により設計及び工事の積算に必要な現地条件等の調査及び図

面、その他の資料の作成を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 

2 受注者は、その他上記に準ずる事項について資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督員に報

告するものとする。 



第４章 監督に関する業務 

第１３条 審査 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、工事受注者から提出された書類(施工計画書、 報告書、各

種データ、図面等)を検討し、その結果を監督員に報告するものとする。 

第１４条 工程管理の点検 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、請負工事の進披状況を把握し、工事が遅延する恐れがあれ

ば、速やかに監督員に報告するものとする。 

第１５条 出来形管理及び品質管理の確認 

1 検測 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、工事の施工について、設計図書に示す適正な出来形及

び所定の品質を確保するために、現地で検測を行い、その結果を遅滞なく監督員に報告するものとす

る。 

2 出来形管理及び品質管理 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、工事受注者が徳島県農林土木工事施工管理基準（案）

に基づく出来形管理及び品質管理を確実に履行しているか確認し、その結果を監督員に報告するもの

とする。 

第１６条 緊急を要する設計及び設計変更に関する調査及び資料等の作成 

1 設計図書と現地の不一致等 

受注者は、業務遂行中に次の各号に掲げる事項又はこれに類する事項につき、工事受注者から通知を

受けたときは、遅滞なく監督員に報告するものとする。 

(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。 

(2) 設計図書の表示が明確でないこと。(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又

は脱漏があることを含む。) 

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件が実際と相違す

ること。 

(4) 設計図書で明示されていない施行条件について予期することができない特別の状態が生じた場

合。 

(5) 工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 

2 設計変更等に関する資料 



受注者は、監督員との打合せや指示等により、設計変更、工事完成検査又は既済部分検査等に必要な

測量、測定又は資料等の作成を行うものとする。 

第１７条 工事施工に関する資料等の作成 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、工事施工に必要な調査、測量、測定又は資料等の作成を行

うものとする。 

第１８条 工事施工に必要な立会、観察、測定 

1 立会•観察 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、完成後、外面から明視することができないエ事又は施

工の進行過程を記録写真等の書類的な方法ではその状況を把握することが十分でない工事等につい

て、現場に立会、観察、測定し、設計図書に適合しない場合、又は工事受注者が工事契約の目的を達

成するために当然施工しなければならないもので実施されていない場合には、その結果を監督員に報

告するものとする。 

2 材料検査 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、材料検査を実施し、次の各号に定める事項を付記し

て、その結果を監督員に報告するものとする。 

(1) 検査年月日 

(2) 品名、寸法等 

(3) 検査数量 

(4) 検査結果及び合格数量 

(5) その他必要と認められる事項 

3 工事検査の立会 

受注者は、監督員との打合せや指示等により、請負工事に係わる工事検査に立会うものとする。 

第１９条 事故報告 

受注者は、業務中に事故が発生した場合は、速やかにその状況を監督員に報告するものとする。 

第２０条 工事現場発生品 

受注者は、請負工事の施工によって生じた現場発生品について、監督員との打合や指示等により、工事受

注者の提出する調書を照査して、監督員に報告するものとする。 

第２１条 工事受注者に対する支給品等 

1 受注者は、発注者が工事受注者に対して支給又は貸与する物品について、監督員との打合せや指示

等により、その都度、受領書または借用書を工事受注者から徴し、監督員に提出するとともに、その

物品の状況を明らかにしておくものとする。 



2 受注者は、工事受注者から発注者に貸与品の返還があった場合、監督員との打合せや指示等によ

り、その都度、工事受注者から返還書を徴し、監督員に提出するとともに、その物品の状況を明らか

にしておくものとする。 

第２２条 その他事項 

受注者は、その他、第 13 条から第 21 条に準ずる事項について、資料等の作成又は整理を行い、その結果

を監督員に報告するものとする。 

第５章 関係機関等との協議に関する業務 

第２３条 関係機関等との協議に関する資料等 

1 受注者は、監督員との打合せや指示等により、地元及び関係機関等との協議•調整に必要な 測量、

調査又は資料等の作成を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 

2 受注者は、監督員の指示により、監督員が前項の協議等を行う際、随行するものとする。 


